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条 例 

 

江東区特別区税条例の一部を改正する条例を公

布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第２８号 

   江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

 江東区特別区税条例（昭和３９年１２月江東区

条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条の３第２項中「又は」の次に「当該控

除することができなかった金額のうち法第３１４

条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額に

より」を加え、「の同項の」を「の前項の」に、

「若しくは区民税に充当し」を「、区民税若しく

は森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、

「に充当する」を「を納付し、若しくは納入す

る」に改める。 

 第２４条の２第５項中「第３項」を「第４項」

に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項中

「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第３項中「前２項」を「第１項及び

前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２

項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定

による申告書を給与支払者を経由して提出する

場合において、当該申告書に記載すべき事項が

その年の前年において当該給与支払者を経由し

て提出した前項又は法第３１７条の３の２第１

項の規定による申告書（その者が当該前年の中

途において次項の規定による申告書を当該給与

支払者を経由して提出した場合には、当該前年

の最後に提出した同項の規定による申告書）に

記載した事項と異動がないときは、給与所得者

は、施行規則で定めるところにより、前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載し

た前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

第２７条の見出し中「方法」を「方法等」に改

め、同条第１項中「によって」を「により」に改

め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、区民税の均等割を賦課し、及

び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

第２９条中「及び個人」を「、個人」に、「の

合算額」を「及び森林環境税額の合算額」に、

「によって」を「により」に改める。 

第３２条第１項中「が前年中」を「が当該年度

の初日の属する年の前年中」に、「当該年度の初

日」を「同日」に、「によって」を「により」に、

「においては」を「には」に改め、「均等割額」

の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境

税額を含む。次項及び第５項において同じ。）」

を加え、同条第２項中「においては」を「には」

に、「によって」を「により」に改め、同条第５

項中「によって」を「により」に改め、同項を同

条第６項とし、同条第４項中「によって」を「に

より」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第

３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得

以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法に

より徴収することとなった後において、当該給

与所得者について給与所得以外の所得に係る所

得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により

徴収することが適当でないと認められる特別の

事情が生じたため当該給与所得者から給与所得

以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普

通徴収の方法により徴収することとされたい旨

の申出があった場合でその事情がやむを得ない

と認められるときは、区長は、当該特別徴収の

方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係

る所得割額でまだ特別徴収により徴収していな

い額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴

収するものとする。 

第３４条の見出し中「義務」を「義務等」に改

め、同条中「又は」の次に「第５号の１５の２様

式若しくは」を加え、「によって」を「により」

に改める。 

第３５条第１項中「によって」を「により」に、

「においては」を「には」に改め、同条第２項中

「通知によって」を「通知により」に、「第１７

条の２の規定によって」を「第１７条の２の２第

１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規

定を適用することができるものとし、当該市町村

徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」

を「を納付し、又は納入することを委託したもの

とみなす」に改める。 

第３５条の２第１項中「によって徴収すること

が」を「により徴収することが」に、「において

は」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に

「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を

含む。以下この条及び第３５条の５において同
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じ。）」を加え、「によって徴収する場合」を

「により徴収する場合」に、「によって徴収す

る。」を「により徴収する。」に改め、同項第２

号及び同条第２項中「によって」を「により」に

改める。 

第３５条の６第１項中「によって」を「によ

り」に、「においては」を「には」に改め、同条

第２項中「方法によって」を「方法により」に、

「第１７条の２の規定によって」を「第１７条の

２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係

過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第

７項の規定を適用することができるものとし、当

該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充

当する」を「を納付し、又は納入することを委託

したものとみなす」に改める。 

第３９条第１項第１号エ中「及び側面」を「、

側面」に改め、「三輪のもの」の次に「及び道路

運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７

号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小

型原動機付自転車」を加える。 

第５１条の３第１項及び第５項並びに第５２条

第１項中「第３４号の２の５様式」の次に「又は

第３４号の２の５の２様式」を加える。 

付則第４条第１項中「令和６年度」を「令和９

年度」に改める。 

 付則第５条の３を削る。 

付則第５条の３の２第４項中「１００分の１

０」を「１００分の３５」に改め、同条を付則第

５条の３とする。 

付則第５条の７第３項を削る。 

付則第６条第１項中「第８項」を「第４項」に

改め、同条第２項中「令和２年４月１日から令和

３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から

令和８年３月３１日まで」に、「令和３年度分」

を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する

年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項

までを削り、同条第７項中「附則第３０条第７

項」を「附則第３０条第３項」に、「三輪以上の

ガソリン軽自動車」を「三輪以上の法第４４６条

第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下

この項及び次項において「ガソリン軽自動車」と

いう。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年

度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令

和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、

「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第３項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」

を「同項第２号ア(ｲ)中「３，９００円」とある

のは「２，０００円」と、同号ア(ｳ)ⅰ中「６，

９００円」とあるのは「３，５００円」」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第３

０条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、

「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」

を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」

を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する

年度の翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同項第２号ア

(ｲ)中「３，９００円」とあるのは「３，０００

円」と、同号ア(ｳ)ⅰ中「６，９００円」とある

のは「５，２００円」」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第９項を同条第５項とする。 

付則第６条の２第１項中「第８項」を「第４

項」に改め、同条第３項中「１００分の１０」を

「１００分の３５」に改める。 

付則第１１条第１項及び第２項中「令和５年

度」を「令和８年度」に改める。 

付則第１７条中「。次条において「新型コロナ

ウイルス感染症特例法」という。」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(1) 第３９条第１号エの改正規定及び附則第３

条第１項の規定（この条例による改正後の江

東区特別区税条例（以下「新条例」とい

う。）付則第６条の２第３項に係る部分を除

く。） 令和５年７月１日 

(2) 第２０条の３第２項並びに第２７条の見出

し及び同条第１項の改正規定、同条に１項を

加える改正規定並びに第２９条、第３２条、

第３５条、第３５条の２及び第３５条の６の

改正規定並びに付則第５条の３の２の改正規

定（同条第４項中「１００分の１０」を「１

００分の３５」に改める部分に限る。）及び

付則第６条の２第３項の改正規定並びに次条

第１項並びに附則第３条第１項（新条例付則

第６条の２第３項に係る部分に限る。）及び

第３項の規定 令和６年１月１日 
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(3) 第２４条の２の改正規定及び次条第２項の

規定 令和７年１月１日 

（区民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の

江東区特別区税条例の規定中区民税に関する部

分は、令和６年度分以後の年度分の区民税につ

いて適用し、令和５年度分までの区民税につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第２４条の２第２項の規定は、令和７

年１月１日以後に支払を受けるべき江東区特別

区税条例第２４条の２第１項に規定する給与

（以下この項において「給与」という。）につ

いて提出する同条第１項の規定による申告書に

ついて適用し、同日前に支払を受けるべき給与

について提出した同項の規定による申告書につ

いては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３９条第１項第１号エ及び附則

第６条の２第３項の規定は、令和６年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、

令和５年度分までの軽自動車税の種別割につい

ては、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１

日までの間に取得されたこの条例による改正前

の江東区特別区税条例付則第５条の３及び付則

第５条の７第３項に規定する三輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税の環境性能割につ

いては、なお従前の例による。 

３ 新条例付則第５条の３第４項の規定は、附則

第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に取

得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき

軽自動車税の環境性能割について適用し、同日

前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税の環境性能割については、なお

従前の例による。 

４ 新条例付則第６条の規定は、令和５年度以後

の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、

令和４年度分までの軽自動車税の種別割につい

ては、なお従前の例による。 

                    

 江東区保育費用徴収条例の一部を改正する条例

を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第２９号 

   江東区保育費用徴収条例の一部を改正する

条例 

 江東区保育費用徴収条例（平成９年３月江東区

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第２号中「政令第４条第２項に規

定する満３歳未満保育認定子ども」を「満３歳未

満保育認定子ども（政令第４条第２項に規定する

満３歳未満保育認定子どもをいう。以下同

じ。）」に改め、同項第３号中「政令第４条第２

項に規定する」を削り、同条第４項を次のように

改める。 

４ 第１項の規定にかかわらず、保護者に係る特

定被監護者等（政令第１４条に規定する特定被

監護者等をいう。以下同じ。）が２人以上いる

場合において、次に掲げる満３歳未満保育認定

子どもに係る保育料の額は、０円とする。 

(1) 特定被監護者等のうち満３歳未満保育認定

子ども以外の者が１人以上いる場合における

満３歳未満保育認定子ども 

(2) 特定被監護者等のうち最年長である者が満

３歳未満保育認定子どもである場合における

当該最年長の満３歳未満保育認定子ども（同

一年齢の者が２人以上いる場合は、そのうち

の１人とする。）以外の満３歳未満保育認定

子ども 

 第３条第５項中「前項」を「第１項」に、「全

ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合

にあっては最年長児童に係る保育料の額は別表第

１又は別表第２に定める額に別表第４に定める割

合を乗じて得た額とするとともに当該児童以外の

児童に係る保育料は免除し、特定被監護者等のう

ち小学校就学前子ども以外の者がいる場合にあっ

ては小学校就学前子どもである児童に係る保育料

は免除する」を「満３歳未満保育認定子どもに係

る保育料の額は、０円とする」に改める。 

別表第４を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

                    

 江東区営住宅条例の一部を改正する条例を公布

する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第３０号 

   江東区営住宅条例の一部を改正する条例 

 江東区営住宅条例（平成９年１２月江東区条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「同じ。）」の次に「又は東京

都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念

の実現を目指す条例（平成３０年東京都条例第９

３号）第７条の２第２項の規定による証明を受け
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た同条例第３条の２第２号に規定するパートナー

シップ関係の相手方（以下「パートナーシップ関

係の相手方」という。）」を加え、同項第２号及

び同条第２項中「親族」の次に「又はパートナー

シップ関係の相手方」を加える。 

第８条第１項第２号中「親族」の次に「又はパ

ートナーシップ関係の相手方」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第３１号 

   江東区高齢者住宅条例の一部を改正する条

例 

 江東区高齢者住宅条例（平成９年１２月江東区

条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「同じ。）」の次に「、東京都

オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の

実現を目指す条例（平成３０年東京都条例第９３

号）第７条の２第２項の規定による証明を受けた

同条例第３条の２第２号に規定するパートナーシ

ップ関係の相手方（以下「パートナーシップ関係

の相手方」という。）」を加え、同項第１号イ中

「現に同居し、又は同居しようとする６５歳以上

の配偶者」を「６５歳以上の者で、現に同居し、

又は同居しようとする配偶者、パートナーシップ

関係の相手方」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例

を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第３２号 

   江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する

条例 

江東区立幼稚園設置条例（昭和４１年１２月江

東区条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「同 南陽幼稚園  同 東陽二丁目 

１番１４号 

同 川南幼稚園  同 千石二丁目 

９番１２号   」 

を 

「同 南陽幼稚園  同 東陽二丁目 

１番１４号 」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

                    

 江東区奨学資金条例を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第３３号 

   江東区奨学資金条例 

（目的） 

第１条 この条例は、学校教育法（昭和２２年法

律第２６号）第１条に規定する高等学校、中等

教育学校（同法第６６条に規定する後期課程に

限る。）、特別支援学校（同法第７６条第２項

に規定する高等部に限る。）若しくは高等専門

学校又は同法第１２４条に規定する専修学校

（同法第１２５条第１項に規定する高等課程に

限る。）（以下これらを「高等学校等」とい

う。）に進学し、引き続き在学する者のうち、

学習意欲がありながら経済的理由により修学が

困難な者に対し、修学に必要な学資金及び入学

準備金（以下「学資金等」という。）を支給す

ることにより、学業に専念できる環境の整備を

図り、もって有用な人材を育成することを目的

とする。 

（奨学生の資格） 

第２条 この条例により学資金等の支給を受ける

者（以下「奨学生」という。）は、次に掲げる

要件を全て備えていなければならない。 

(1) 保護者が江東区内に引き続き１年以上居住

していること。ただし、区長が特に必要と認

めるときは、この限りでない。 

(2) 高等学校等へ進学し、引き続き在学する予

定であること。 

(3) 学習意欲があり、かつ、成績優秀であるこ

と。 

(4) 経済的理由により修学が困難であること。 

(5) 同種の学資金等の支給を他から受けていな

いこと。 

(6) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

の規定による保護を受けていないこと。 

（学資金等の支給額） 

第３条 学資金等の支給額は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 学資金 月額１万円 

(2) 入学準備金 １０万円 
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（支給の期間及び時期） 

第４条 学資金の支給期間は、奨学生が在学する

高等学校等の正規の修業年限を限度とする。 

２ 学資金等の支給時期は、規則で定める。 

（支給申請） 

第５条 学資金等の支給を受けようとする者は、

規則で定めるところにより、区長に申請しなけ

ればならない。 

（予約決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があった

ときは、第１０条に規定する江東区奨学資金審

査会の審議に付し、予算の範囲内において、学

資金等の支給の予約決定（進学する高等学校等

が決定するまでの仮の支給決定をいう。以下同

じ。）をする。 

（支給決定） 

第７条 前条の規定により学資金等の支給の予約

決定を受けた者は、進学する高等学校等が決定

したときは、規則で定めるところにより、当該

高等学校等を区長へ届け出なければならない。 

２ 区長は、前項の規定による届出があったとき

は、進学する高等学校等を確認した上で学資金

等の支給を決定する。 

（支給の休止等） 

第８条 区長は、奨学生が高等学校等を休学する

ときは、学資金の支給を休止することができる。 

２ 区長は、前項の規定により学資金の支給を休

止した場合において、奨学生が復学したときは、

学資金の支給を再開する。 

（支給決定の取消し） 

第９条 区長は、奨学生が次の各号のいずれかに

該当するときは、学資金等の支給決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

(1) 第２条の資格要件を欠くに至ったとき。 

(2) 傷病により修学の見込みがないと認められ

るとき。 

(3) 学業成績が低下する等、著しい学習意欲の

低下が認められるとき。 

(4) 学資金等を必要としない事由が生じたとき。 

(5) 偽りその他不正な手段により学資金等の支

給を受けたとき。 

(6) 学資金等を他の目的に使用したとき。 

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反

したとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として

不適当であると認める事由があるとき。 

２ 区長は、前項の規定により学資金等の支給決

定の全部又は一部を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に奨学生に学

資金等を支給しているときは、期限を定めてそ

の返還を命じることができる。 

（江東区奨学資金審査会） 

第１０条 学資金等の支給の適正かつ円滑な運営

を図るため、区長の附属機関として、江東区奨

学資金審査会を置く。 

２ 江東区奨学資金審査会の所掌事項、組織等に

ついては、規則で定める。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（江東区奨学資金貸付条例の廃止） 

２ 江東区奨学資金貸付条例（昭和３３年３月江

東区条例第８号。以下「旧条例」という。）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前に旧条例の規定による学資金（以下

「旧条例学資金」という。）の貸付けを受ける

奨学生として決定された者（以下「旧条例奨学

生」という。）に係る旧条例学資金の貸付け及

び返還については、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、区長は、旧条例の

規定に基づき令和６年度以後の旧条例学資金の

貸付けを受けることが決定している旧条例奨学

生のうち、江東区奨学資金審査会が学資金を支

給することが適当と認める者については、旧条

例学資金の貸付けに係る決定の一部を取り消し、

この条例の規定による学資金の支給を行うこと

ができる。 

                    

 江東区立図書館条例の一部を改正する条例を公

布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第３４号 

   江東区立図書館条例の一部を改正する条例 

江東区立図書館条例（昭和４０年１２月江東区

条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

２ 前項の江東区立豊洲図書館に、次のとおり分

館を置く。 

    名 称         位 置 

 江東区立有明こども図書館  東京都江東区有
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明二丁目３番５

号 

第３条第１号中「を含む」の次に「。以下同

じ」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、分館は、次の事業

を行う。 

 (1) 郷土資料、行政資料、レコード及びフィル

ムの収集にも十分配慮した、図書、視覚聴覚

資料その他必要な資料の収集、整理及び利用

の促進 

 (2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必

要と認める事業 

第４条並びに第５条第１項、第２項第２号及び

第３項中「図書館」の次に「及び分館」を加える。 

 別表に次のように加える。 
江東区立有明

こども図書館 

午前９時から

午後８時まで

（日曜日、休

日及び１２月

２８日は、午

後７時まで） 

１ 毎月第２

月曜日及び

第４月曜日

（休日に当

たる場合を

除く。） 

２ 年始 

３ 年末 

４ 館内整理

日 

５ 特別整理

期間 

   附 則 

この条例は、教育委員会規則で定める日から施

行する。 

                    

 江東区マンション等の建設に関する条例の一部

を改正する条例を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第３５号 

   江東区マンション等の建設に関する条例の

一部を改正する条例 

 江東区マンション等の建設に関する条例（平成

１９年１２月江東区条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「マンション、ワンルームマンショ

ン」を「ファミリーマンション、ワンルームマン

ション、小規模マンション」に改める。 

 第２条第１号中「世帯用住戸」を「ファミリー

住戸」に、「パイプスペース」を「住戸の外部に

開口部を設けたパイプスペース」に改め、同条第

３号中「マンション」を「ファミリーマンショ

ン」に、「すべての要件に該当する」を「要件を

全て満たす」に改め、同号ウ中「世帯用住戸」を

「ファミリー住戸」に改め、同条第４号中「すべ

ての要件に該当する」を「要件を全て満たす」に

改め、同条第７号中「マンション、ワンルームマ

ンション」を「ファミリーマンション、ワンルー

ムマンション、小規模マンション」に改め、同号

を同条第８号とし、同条第６号を同条第７号とし、

同条第５号中「すべての要件に該当する」を「要

件を全て満たす」に改め、同号を同条第６号とし、

同条第４号の次に次の１号を加える。 

 (5) 小規模マンション 共同住宅又は寄宿舎の

用途に供する建築物で次に掲げる要件を全て

満たす建築物をいう。 

  ア 地階を除く階数が３以上であること。 

  イ 住戸の数が１０戸以上１５戸未満である

こと。 

 第２条に次の１号を加える。 

 (9) 敷地 建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第１条第１号に規定する敷地を

いう。 

第３条第１項中「マンション、ワンルームマン

ション」を「ファミリーマンション、ワンルーム

マンション、小規模マンション」に改める。 

 第７条第２項中「マンション及びワンルームマ

ンション」を「ファミリーマンション、ワンルー

ムマンション及び小規模マンション」に改める。 

 第１２条の３各号列記以外の部分中「第２０条

第２項及び第２０条の２」を「第２１条第２項及

び第３項並びに第２１条の２」に、「世帯用住

戸」を「ファミリー住戸」に、「マンション又

は」を「ファミリーマンション又は」に、「の建

設を」を「を建設」に改め、「専用面積の延べ面

積の１００分の１以上の面積を有する」及び「、

公園」を削り、同条第１号及び第２号中「マンシ

ョン又は」を「ファミリーマンション又は」に、

「の建設をする」を「を建設しようとする」に、

「世帯用住戸」を「ファミリー住戸」に改める。 

 第３０条を第３４条とし、第２９条を第３３条

とする。 

第２８条を削る。 

第２７条第１項中「マンション又はワンルーム

マンション」を「ファミリーマンション、ワンル

ームマンション又は小規模マンション」に改め、

同条を第３２条とする。 

 第２６条中「マンション又はワンルームマンシ

ョン」を「ファミリーマンション、ワンルームマ

ンション又は小規模マンション」に改め、同条を

第３０条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（防災情報の周知） 
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第３１条 事業者は、ファミリーマンション、ワ

ンルームマンション又は小規模マンションを建

設しようとするときは、規則で定める防災に関

する情報を重要事項説明書等に記載し、入居者

に周知するものとする。 

 第２５条中「マンション又はワンルームマンシ

ョン」を「ファミリーマンション、ワンルームマ

ンション又は小規模マンション」に改め、同条を

第２８条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（管理組合への支援） 

第２９条 事業者は、分譲するファミリーマンシ

ョン、ワンルームマンション又は小規模マンシ

ョンを建設しようとするときは、規則で定める

事項について、管理組合を支援するものとする。 

 第２４条中「マンション又は」を「ファミリー

マンション又は」に、「及び管理業者等」を「、

管理業者等」に改め、同条を第２７条とする。 

 第２３条中「マンション又は」を「ファミリー

マンション又は」に改め、同条を第２６条とする。 

第２２条中「マンション又は」を「ファミリー

マンション又は」に改め、同条を第２３条とし、

同条の次に次の２条を加える。 

（宅配ボックスの設置） 

第２４条 事業者は、ファミリーマンション、ワ

ンルームマンション又は小規模マンションを建

設しようとするときは、規則で定める設置数以

上の宅配ボックスを設置するものとする。 

（郵便受けの設置） 

第２５条 事業者は、ファミリーマンション、ワ

ンルームマンション又は小規模マンションを建

設しようとするときは、管理組合又は管理業者

等専用の郵便受けを設置するものとする。 

第２１条中「マンション又は」を「ファミリー

マンション又は」に改め、同条を第２２条とする。 

 第２０条の２各号列記以外の部分中「世帯用住

戸」を「ファミリー住戸」に、「マンション又

は」を「ファミリーマンション又は」に、「の建

設を」を「を建設」に改め、同条各号中「マンシ

ョン又は」を「ファミリーマンション又は」に、

「の建設をする」を「を建設しようとする」に、

「世帯用住戸」を「ファミリー住戸」に改め、同

条を第２１条の２とする。 

 第２０条第１項中「マンション又はワンルーム

マンション」を「ファミリーマンション、ワンル

ームマンション又は小規模マンション」に改め、

同条第２項各号列記以外の部分中「世帯用住戸」

を「ファミリー住戸」に、「マンション又は」を

「ファミリーマンション又は」に、「の建設を」

を「を建設」に改め、同項各号中「マンション又

は」を「ファミリーマンション又は」に、「の建

設をする」を「を建設しようとする」に、「世帯

用住戸」を「ファミリー住戸」に改め、同項を同

条第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 事業者は、ワンルーム住戸を２０戸以上含む

ワンルームマンションを建設しようとするとき

は、規則で定める基準により、当該ワンルーム

マンションにファミリー住戸を設置しなければ

ならない。 

 第２０条を第２１条とし、第１９条を第２０条

とし、第１８条を第１９条とする。 

 第１７条中「マンション又はワンルームマンシ

ョン」を「ファミリーマンション、ワンルームマ

ンション又は小規模マンション」に改め、同条を

第１８条とする。 

 第１６条の２中「マンション又はワンルームマ

ンション」を「ファミリーマンション、ワンルー

ムマンション又は小規模マンション」に改め、同

条を第１７条の３とする。 

 第１６条を第１７条とし、同条の次に次の１条

を加える。 

（浸水対策） 

第１７条の２ 事業者は、ファミリーマンション、

ワンルームマンション又は小規模マンションを

建設しようとするときは、規則で定める浸水対

策を講ずるものとする。 

 第１５条を第１６条とする。 

 第１４条中「（東京都駐車場条例（昭和３３年

東京都条例第７７号）の適用を受ける建築物に係

る自動車駐車場を除く。）」を削り、同条に次の

ただし書を加える。 

ただし、東京都駐車場条例（昭和３３年東京

都条例第７７号。以下「駐車場条例」とい

う。）の適用を受けるマンション等に係る自動

車駐車場については、駐車場条例に定める台数

の自動車駐車場を設置するものとする。 

 第１４条を第１５条とし、同条の次に次の２条

を加える。 

（一時駐車スペースの設置） 

第１５条の２ 事業者は、前条の規定により自動

車駐車場を設置しようするときは、その敷地内

に規則で定める基準により、緊急車両、宅配車

両等の車両を停留させるための一時駐車スペー

スを設置するものとする。ただし、区長がやむ

を得ないと認める場合は、この限りでない。 

（電気自動車等充電設備の設置） 

第１５条の３ 事業者は、ファミリーマンション
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又はワンルームマンションを建設しようとする

ときは、その敷地内に規則で定める基準により、

電気自動車等が充電可能な外部電源設備を設置

するものとする。 

 第１３条を第１４条とし、第１２条の３の次に

次の１条を加える。 

（地球温暖化対策設備の設置） 

第１３条 事業者は、ファミリーマンション、ワ

ンルームマンション又は小規模マンションを建

設しようとするときは、規則で定める地球温暖

化対策設備を設置するものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の江東区マンション等

の建設に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後に第６条の規定による届出がなされた

ファミリーマンション、ワンルームマンション、

小規模マンション及び業務用建築物について適

用し、同日前に届出がなされたマンション、ワ

ンルームマンション及び業務用建築物について

は、なお従前の例による。 

３ 小規模マンションで、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第６条第１項に規定する確

認の申請、同法第６条の２第１項に規定する確

認を受けるための書類の提出又は同法第１８条

第２項に規定する計画の通知（同法第８７条第

１項においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）を、この条例の施行の日から起算して３

０日を経過する日以前に行うものは、この条例

による改正後の江東区マンション等の建設に関

する条例の規定は適用しない。 

                    

 江東区長の給料等の特例に関する条例を公布す

る。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区条例第３６号 

   江東区長の給料等の特例に関する条例 

（給料の特例） 

第１条 江東区長及び副区長の給料等に関する条

例（昭和３１年１１月江東区条例第１７号。以

下「条例」という。）第２条の規定にかかわら

ず、江東区長（以下「区長」という。）の給料

の月額は、条例別表第１に掲げる区長の給料月

額から、その額に１００分の２０を乗じて得た

額を減じた額とする。 

（退職手当についての適用） 

第２条 前条の規定は、江東区長等の退職手当に

関する条例（昭和３４年１０月江東区条例第１

５号）第３条に規定する退職手当の額の算出の

基礎となる給料月額についても、適用するもの

とする。 

（適用除外） 

第３条 第１条の規定は、条例第５条第１項に規

定する地域手当及び同条第２項に規定する期末

手当の額の算出の基礎となる給料月額について

は、適用しない。 

附 則 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

２ この条例は、令和９年４月２２日（この条例

の施行の際現に在職する区長が同日前に退職し

た場合は、当該退職した日）限り、その効力を

失う。 
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規 則 

 

 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和５年６月９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第４７号 

   水防又は応急措置の業務に従事した者の損

害補償に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（昭和４３年８月江東区

規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４常時介護を要する状態の項中「１７１，

６５０円」を「１７２，５５０円」に、「７５，

２９０円」を「７７，８９０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「８５，７８０円」を

「８６，２８０円」に、「３７，６００円」を

「３８，９００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の

水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）の規定は、令和５年４月１日（以下「適

用日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新規則別表第４の規定は、適用日以後の期間

に係る介護補償の額について適用し、適用日前

の期間に係る介護補償の額については、なお従

前の例による。 

                    

 新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国民健

康保険の保険料減免の特例に関する規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和５年６月９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第４８号 

   新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国

民健康保険の保険料減免の特例に関する規

則の一部を改正する規則 

 新型コロナウイルス感染症に伴う江東区国民健

康保険の保険料減免の特例に関する規則（令和２

年６月江東区規則第５５号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１号中「新型コロナウイルス感染症」

を「令和４年度に新型コロナウイルス感染症」に

改め、同条第２号中「が減少することが見込ま

れ」を「が減少し」に改め、同号ア中「事業収入

等」を「令和４年の事業収入等」に、「前年」を

「令和３年」に改め、同号イ中「前年」を「令和

３年」に改め、同号ウ中「減少することが見込ま

れる」を「減少した」に、「前年」を「令和３

年」に改める。 

 第３条中「次に掲げる」を「令和４年度相当分

の保険料であって、令和４年度末に資格を取得し

た等の事由により、令和５年４月１日以後に普通

徴収に係る保険料の納期限が到来する」に改め、

同条各号を削る。 

 第４条第１項中「減少することが見込まれる」

を「減少した」に、「前年」を「令和３年」に改

め、同条第２項第１号中「新型コロナウイルス感

染症」を「令和４年度に新型コロナウイルス感染

症」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和５年４

月１日から適用する。 

                    

 江東区奨学資金条例施行規則を公布する。 

  令和５年６月９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第４９号 

   江東区奨学資金条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、江東区奨学資金条例（令和

５年６月江東区条例第３３号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例

で使用する用語の例による。 

（申請書の提出） 

第３条 条例第５条の規定による申請は、江東区

奨学資金支給申請書（別記第１号様式。以下

「申請書」という。）により行う。 

（予約決定等の通知） 

第４条 区長は、条例第６条の規定により学資金

等の支給の予約決定をしたときは江東区奨学資

金支給予約決定通知書（別記第２号様式）によ

り、予約決定をしないこととしたときは江東区

奨学資金支給予約申請却下通知書（別記第３号

様式）により、前条の申請書を提出した者（以

下「申請者」という。）に通知する。 

（支給決定の通知等） 
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第５条 条例第７条第１項の規定による届出は、

進学確認書（別記第４号様式）に、進学する高

等学校等が確認できる書類を添えて、直ちに行

わなければならない。 

２ 区長は、条例第７条第２項の規定により学資

金等の支給を決定したときは、江東区奨学資金

支給決定通知書（別記第５号様式）により、申

請者に通知する。 

３ 区長は、前項の支給決定に際し、条件を付す

ることができる。 

（資格確認書類の提出） 

第６条 区長は、随時又は定期的に奨学生に対し、

学資金等の支給資格があることを確認できる書

類の提出を求めることができる。 

２ 奨学生は、前項の規定により確認書類の提出

を求められた場合は、区長に当該書類を提出し

なければならない。 

（学資金等の支給時期） 

第７条 区長は、学資金については、４月分から

７月分までのものにあっては４月に、８月分か

ら１１月分までのものにあっては８月に、１２

月分から翌年３月分までのものにあっては１２

月に、それぞれ一括して奨学生に支給する。 

２ 区長は、入学準備金については、条例第７条

第２項の規定による支給決定をした年度の３月

に奨学生に支給する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長は、特別の

事情があるときは、奨学生へ通知の上、学資金

等の支給時期を変更することができる。 

（支給の休止等の通知） 

第８条 区長は、条例第８条第１項の規定により

学資金の支給を休止するときは、江東区奨学資

金支給休止通知書（別記第６号様式）により、

奨学生に通知する。 

２ 区長は、条例第８条第２項の規定により学資

金の支給を再開するときは、江東区奨学資金支

給再開通知書（別記第７号様式）により、奨学

生に通知する。 

（支給決定の取消しの通知） 

第９条 区長は、条例第９条第１項の規定により

学資金等の支給決定の全部又は一部を取り消し

たときは、江東区奨学資金支給決定取消通知書

（別記第８号様式）により、奨学生に通知する。 

（届出の義務） 

第１０条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当

するときは、直ちにその旨を区長に届け出なけ

ればならない。ただし、奨学生本人が傷病その

他事故により届け出ることができないときは、

奨学生の保護者、家族等（以下「保護者等」と

いう。）が届け出なければならない。 

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。 

(2) 奨学生又は保護者の住所その他重要な事項

に変更があったとき。 

(3) 学資金等の支給を辞退するとき。 

２ 保護者等は、奨学生が死亡したときは、死亡

届に戸籍謄本又は医師の死亡診断書を添えて、

直ちに区長に届け出なければならない。 

（審査会の所掌事項） 

第１１条 条例第１０条第１項に規定する江東区

奨学資金審査会（以下「審査会」という。）は、

区長の諮問に応じ、次の事項について調査審議

を行い、区長に答申する。 

(1) 学資金等の支給に係る成績及び収入の基準

に関すること。 

(2) 学資金等の運用方針に関すること。 

(3) 学資金等の支給に係る適格者の決定に関す

ること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長の諮問す

る事項 

（審査会の組織） 

第１２条 審査会は、会長、副会長及び委員１４

人以内をもって組織する。 

２ 会長は、教育長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委

嘱又は任命する。 

(1) 区議会議員 

(2) 教育委員会委員 

(3) 学識経験者 

(4) 教育委員会との連絡を担任する副区長 

５ 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。

ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（審査会の運営） 

第１３条 会長は、審査会を代表し、会務を総理

する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある

とき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

３ 審査会は、必要に応じて、会長が招集する。 

４ 審査会の運営について必要な事項は、会長が

会議に諮って決定する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

（江東区奨学資金貸付条例施行規則の廃止） 
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２ 江東区奨学資金貸付条例施行規則（昭和３３

年３月江東区規則第１号。以下「旧規則」とい

う。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日前に旧規則の規定により

学資金の貸付けを受けている者に係る学資金に

ついては、なお従前の例による。 
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別記第１号様式（第３条関係） 
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別記第２号様式（第４条関係） 
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別記第３号様式（第４条関係） 
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別記第４号様式（第５条関係） 
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別記第５号様式（第５条関係） 
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別記第６号様式（第８条関係） 
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別記第７号様式（第８条関係） 
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別記第８号様式（第９条関係） 
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 江東区副区長の選任に伴う関係規則の整理に関

する規則を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５０号 

   江東区副区長の選任に伴う関係規則の整理

に関する規則 

（江東区災害対策本部条例施行規則の一部改正） 

第１条 江東区災害対策本部条例施行規則（昭和

４０年７月江東区規則第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条第２項中「令和２年４月江東区規則第

４９号」を「令和５年６月江東区規則第５４

号」に改める。 

（江東区震災復興事業の推進に関する条例施行規

則の一部改正） 

第２条 江東区震災復興事業の推進に関する条例

施行規則（平成２５年３月江東区規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「令和２年４月江東区規則第

４９号」を「令和５年６月江東区規則第５４

号」に改める。 

（江東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行

規則の一部改正） 

第３条 江東区新型インフルエンザ等対策本部条

例施行規則（平成２５年４月江東区規則第５０

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「令和２年４月江東区規則第

４９号」を「令和５年６月江東区規則第５４

号」に改める。 

（江東区契約事務規則の一部改正） 

第４条 江東区契約事務規則（昭和３９年３月江

東区規則第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条の２第３項中「令和２年４月江東区告

示第１１７号」を「令和５年６月江東区告示第

２１１号」に改める。 

（江東区会計事務規則の一部改正） 

第５条 江東区会計事務規則（昭和３９年３月江

東区規則第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

  第４条第３項中「令和２年４月江東区告示第

１１７号」を「令和５年６月江東区告示第２１

１号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区営住宅条例施行規則の一部を改正する規

則を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５１号 

   江東区営住宅条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 江東区営住宅条例施行規則（平成１０年２月江

東区規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１６条第３項第１号中「配偶者」の次に

「（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）又は条例第

６条第１項に規定するパートナーシップ関係の相

手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」と

いう。）」を加え、同条第７項第１号中「配偶

者」の次に「又はパートナーシップ関係の相手

方」を加える。 

 第２０条第１項第１号中「婚姻をした者」の次

に「（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。）」を加え、同項中第

２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え

る。 

 (2) 同居しようとする者が使用者又は同居者の

パートナーシップ関係の相手方であるとき。 

 第２１条第１項第１号中「（婚姻の届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）」を「又はパートナーシップ関係の相手

方」に改める。 

 第１９号様式を別記第１９号様式とする。 

 別記第２０号様式中 

「 ３ 申請者（承継者）が同居の許可を受け

て居住している場合は、区営住宅同居許

可書（別記第１９号様式） 」 

を 

「 ３ 申請者（承継者）が現使用者のパート

ナーシップ関係の相手方である場合は、

東京都パートナーシップ宣誓制度受理証

明書 

４ 申請者（承継者）が同居の許可を受け

て居住している場合は、区営住宅同居許

可書（別記第１９号様式） 」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による
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用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

                    

 江東区営住宅条例施行規則の一部を改正する規

則を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５２号 

   江東区高齢者住宅条例施行規則の一部を改

正する規則 

 江東区高齢者住宅条例施行規則（平成１０年２

月江東区規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１９条第１項第１号中「又は使用者の配偶

者」を「、使用者の配偶者（婚姻の届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）又は条例第６条第１項に規定するパ

ートナーシップ関係の相手方（以下「パートナー

シップ関係の相手方」という。）」に改める。 

 第２０条第１項第１号中「配偶者」の次に「、

パートナーシップ関係の相手方」を加える。 

 第１９号様式を別記第１９号様式とする。 

 別記第２０号様式中 

「 ３ 申請者（承継者）が同居の許可を受け

て居住している場合は、高齢者住宅同居

許可書（別記第１９号様式） 」 

を 

「 ３ 申請者（承継者）が現使用者のパート

ナーシップ関係の相手方である場合は、

東京都パートナーシップ宣誓制度受理証

明書 

４ 申請者（承継者）が同居の許可を受け

て居住している場合は、高齢者住宅同居

許可書（別記第１９号様式） 」 

に改める。 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる 

                    

江東区マンション等の建設に関する条例施行規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５３号 

   江東区マンション等の建設に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 江東区マンション等の建設に関する条例施行規

則（平成１９年１２月江東区規則第８６号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条中「次の各号に掲げる図書を添付して」

を「次に掲げる図書を添えて」に改める。 

 第５条第１項中「添付して」を「添えて」に改

め、同条第２項中「次の各号に」を「次に」に改

め、同項中第８号を第１３号とし、同項第７号中

「設置」を「位置及び整備」に改め、同号を同項

第１２号とし、同項中第６号を第１１号とし、第

５号を第８号とし、同号の次に次の２号を加える。 

(9) 宅配ボックスの位置及び整備状況 

 (10) 管理組合又は管理業者等専用の郵便受けの

位置及び整備状況 

第５条第２項中第４号を第７号とし、同項第３

号中「及び自動二輪車駐車場」を「、自動二輪車

駐車場及び一時駐車スペース」に改め、同号を同

項第４号とし、同号の次に次の２号を加える。 

(5) 電気自動車等充電設備の位置及び整備状況 

 (6) 浸水対策の整備状況 

 第５条第２項第２号の次に次の１号を加える。 

 (3) 地球温暖化対策設備の位置及び整備状況 

 第８条中「生活利便施設又は地域貢献施設の延

べ面積に」を削り、「当該施設に応じた係数を乗

じた面積が、住戸の専用面積の延べ面積の１００

分の１以上」を「もの」に改める。 

 第２１条第１項中「第２７条第２項」を「第３

２条第２項」に改め、同項に次の１号を加える。 

 (6) 緊急時の近隣住民の受入れ 

 第２１条第２項中「マンション又はワンルーム

マンション」を「ファミリーマンション、ワンル

ームマンション又は小規模マンション」に改め、

同条第３項中「区域町会等説明報告書」を「区域

町会等事前説明報告書」に改め、同条に次の２項

を加える。 

４ 事業者は、条例第７条第１項の規定により協

定を締結したファミリーマンション、ワンルー

ムマンション又は小規模マンションの建設に係

る工事を完了したときは、町会、自治会等に当

該建設の完了及び今後の管理に関する説明を行

うものとする。 

５ 事業者は、前項の説明を行ったときは、区域

町会等完了説明報告書（別記第９号様式）によ

り、条例第９条第１項の規定による工事完了の

届出とともに、区長に報告するものとする。 

 第２１条を第２６条とする。 
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 第２０条第１項中「第２６条第１項」を「第３

０条第１項」に改め、同条第２項中「第２６条第

２項」を「第３０条第２項」に改め、同条を第２

４条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（防災情報の周知） 

第２５条 条例第３１条の規則で定める防災に関

する情報は、次のとおりとする。 

 (1) ファミリーマンション、ワンルームマンシ

ョン又は小規模マンションにおける水害ハザ

ードマップの想定浸水深に関すること。 

 (2) 災害用格納庫の位置及びその物資に関する

こと。 

 第１９条第１項中「第２５条」を「第２８条」

に改め、同項第２号中「管理人室」を「管理人」

に改め、同条第２項中「エントランスホール等の

見やすい」を「耐久性のある材質で製作し、風除

室等来訪者が見やすい位置及び」に改め、同条を

第２２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（管理組合への支援） 

第２３条 条例第２９条の規則で定める事項は、

次のとおりとする。 

 (1) 管理組合の設立 

 (2) 自主防災組織の設立 

 (3) 長期修繕計画の策定（国土交通省が定める

長期修繕計画標準様式及び長期修繕計画作成

ガイドラインを活用すること。） 

 第１８条中「第２４条」を「第２７条」に改め、

同条を第２１条とする。 

第１７条中「第２３条」を「第２６条」に改め、

「各号に掲げる」を削り、同条ただし書中「マン

ション又は」を「ファミリーマンション又は」に

改め、同条を第２０条とする。 

 第１６条中「第２２条」を「第２３条」に改め、

同条を第１８条とし、同条の次に次の１条を加え

る。 

（宅配ボックスの設置） 

第１９条 条例第２４条の規則で定める設置数は、

住戸数の１０分の１以上（小数点以下の端数が

あるときは、これを切り上げる。）とする。 

 第１５条中「第２１条」を「第２２条」に、

「マンション又は」を「ファミリーマンション又

は」に改め、同条を第１７条とする。 

 第１４条の２第１項中「第２０条の２」を「第

２１条の２」に改め、同項第１号中「前条第２項

第１号」を「前条第３項第１号」に改め、同項第

２号中「前条第２項第２号」を「前条第３項第２

号」に改め、同項第３号中「世帯用住戸」を「フ

ァミリー住戸」に、「前条第２項第１号」を「前

条第３項第１号」に改め、同条を第１６条の２と

する。 

 第１４条第１項中「第２０条第１項」を「第２

１条第１項」に改め、同項第１号中「マンション

又はワンルームマンション」を「ファミリーマン

ション、ワンルームマンション又は小規模マンシ

ョン」に改め、同条第２項中「第２０条第２項」

を「第２１条第３項」に改め、同項各号中「世帯

用住戸」を「ファミリー住戸」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 条例第２１条第２項の規則で定める基準は、

ワンルーム住戸の数から１９を減じた数の３分

の１に相当する数（小数点以下の端数があると

きは、これを切り上げる。）とし、当該数が２

９を超える場合は、２９とする。 

 第１４条を第１６条とする。 

 第１３条第１項中「第１７条」を「第１８条」

に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の災害用格納庫は、ファミリーマンショ

ン、ワンルームマンション若しくは小規模マン

ション又はその敷地内の地上部分に設置するも

のとする。 

 第１３条中第５項を第６項とし、同条第４項中

「マンション又はワンルームマンション」を「フ

ァミリーマンション、ワンルームマンション又は

小規模マンション」に、「第２項の」を「第３項

の」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第３

項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ ファミリーマンション又はワンルームマンシ

ョンに設置する災害用格納庫は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める床面積及び

高さを確保するものとする。 

 (1) 住戸の数が４０戸未満のファミリーマンシ

ョン又は住戸の数が８０戸未満のワンルーム

マンション 床面積３平方メートル以上かつ

高さ２メートル以上 

 (2) 住戸の数が４０戸以上のファミリーマンシ

ョン又は住戸の数が８０戸以上のワンルーム

マンション 床面積５平方メートル以上かつ

高さ２メートル以上 

 第１３条を第１５条とする。 

 第１２条中「第１６条の２」を「第１７条の

３」に、「マンション又はワンルームマンショ

ン」を「ファミリーマンション、ワンルームマン

ション又は小規模マンション」に、「うえ」を

「上」に改め、同条を第１４条とする。 

 第１１条中「第１６条」を「第１７条」に、
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「次に掲げるもの」を「次のとおり」に改め、同

条を第１２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（浸水対策） 

第１３条 条例第１７条の２の規則で定める浸水

対策は、次のとおりとする。 

(1) 止水板及び防水扉 

(2) 水のう及び土のう 

(3) かさ上げその他浸水対策に係る設備等 

２ 事業者は、条例第１７条の２の規則で定める

浸水対策について、ファミリー住戸を１５１戸

以上含むファミリーマンション又はワンルーム

マンションを建設しようとするときは、受変電

設備を地上２階以上に設置するものとする。 

 第１０条中「第１４条」を「第１５条」に改め、

同条に後段として次のように加える。 

この場合において、条例第１５条の２に規定

する一時駐車スペース（別表第３備考４の規定

により設置する自動車駐車場を除く。）の台数

を収容台数に含めることができる。 

第１０条を第１１条とし、同条の次に次の２条

を加える。 

（一時駐車スペースの設置） 

第１１条の２ 条例第１５条の２の規則で定める

基準は、別表第３備考４に掲げる場合を除き、

幅２．３メートル以上かつ奥行き５メートル以

上とする。 

（電気自動車等充電設備の設置） 

第１１条の３ 条例第１５条の３の規則で定める

基準は、別表第３に定める自動車駐車場の収容

台数（東京都駐車場条例（昭和３３年東京都条

例第７７号）の適用を受けるマンション等に係

る自動車駐車場については、その収容台数（一

時駐車スペースの収容台数を除く。））の１０

分の１以上（小数点以下の端数があるときは、

これを切り上げる。）とする。 

 第９条中「第１３条」を「第１４条」に改め、

同条を第１０条とし、第８条の次に次の１条を加

える。 

（地球温暖化対策設備の設置） 

第９条 条例第１３条の規則で定める地球温暖化

対策設備は、太陽光・太陽熱利用設備、エネル

ギーの消費効率の高い給湯設備、空気調和設備

若しくは照明設備又はその他の地球温暖化対策

に資する設備とする。 

２ 前項の地球温暖化対策設備は、ファミリー住

戸の戸数が１５１戸以上の場合は、２種類以上

設置するものとする。 

 別表第２中 

「 一般利用が可能な公園 ０．５ 」 

地上部の緑地（江東区みどりの条例

（平成１１年１２月江東区条例第３

６号）による基準以上の緑地部分を

いう。） 

０．３ 

を 

「 地上部の緑地（江東区みどりの条例

（平成１１年１２月江東区条例第３

６号）による基準以上の緑地部分を

いう。） 

０．３ 

 

 ＺＥＨ‐Ｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ以上

であることの評価がされたファミリ

ーマンション及びワンルームマンシ

ョン 

 

」 

に改め、同表備考を次のように改める。 

  備考 

   １ 係数のある施設について生活利便施設

又は地域貢献施設の延べ面積は、当該施

設に応じた係数を乗じて得た面積が、住

戸の専用面積の延べ面積の１００分の１

以上となるようにする。 

   ２ 原則として、条例第９条の規定により

工事の完了を届け出た日から１０年間は、

他の用途に転用しないこととする。 

 別表第３中「第１０条」を「第１１条、第１１

条の２」に改め、同表マンションの項中「マンシ

ョン」を「ファミリーマンション」に改め、「１

０分の１」、「１０分の２」及び「１０分の３」

の次に「の数と延べ面積を３５０で除して得た数

のうち、いずれか少ない数」を加え、同表ワンル

ームマンションの項中「５００平方メートル未

満」を「２００平方メートル以上５００平方メー

トル未満」に改め、同表備考５中「マンション又

は」を「ファミリーマンション又は」に改め、同

備考５を同表備考６とし、同表備考４各号列記以

外の部分中「世帯用住戸」を「ファミリー住戸」

に、「マンション又は」を「ファミリーマンショ

ン又は」に、「建設する」を「建設しようとす

る」に改め、同備考４第２号及び第３号中「マン

ション又は」を「ファミリーマンション又は」に、

「の建設をする」を「を建設しようとする」に、

「世帯用住戸」を「ファミリー住戸」に改め、同

備考４を同表備考５とし、同表備考３各号列記以

外の部分中「世帯用住戸」を「ファミリー住戸」

に、「マンション又は」を「ファミリーマンショ

ン又は」に、「の建設を」を「を建設」に、「、

奥行き」を「かつ奥行き」に改め、同備考３第２

号及び第３号中「マンション又は」を「ファミリ

ーマンション又は」に、「の建設をする」を「を

建設しようとする」に、「世帯用住戸」を「ファ
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ミリー住戸」に改め、同備考３を同表備考４とし、

同表備考２を同表備考３とし、同表備考１中「マ

ンション又は」を「ファミリーマンション又は」

に、「平方メートルで除した数」を「で除して得

た数」に改め、同備考１を同表備考２とし、同表

に備考１として次のように加える。 

   １ 延べ面積は、集合住宅の用途に供する

部分の床面積（自動車駐車場及び自転車

駐車場の駐車の用に供する部分の延べ面

積を除く。）とする。 

 別表第４中「第１０条」を「第１１条」に、 
「 マンシ

ョン 

敷地面積５０

０平方メート

ル未満 

世帯用住

戸１戸当

たり２台

にワンル

ーム住戸

１戸当た

り１台を

加えた台

数 

住戸数の

２０分の

１ 

」 

敷地面積５０

０平方メート

ル以上 

住戸数の

１０分の

１ 

ワンル

ームマ

ンショ

ン 

敷地面積５０

０平方メート

ル未満 

住戸数の

２０分の

１ 

敷地面積５０

０平方メート

ル以上 

住戸数の

１０分の

１ 

を 
「 ファミ

リーマ

ンショ

ン 

敷地面積５０

０平方メート

ル未満 

ファミリ

ー住戸１

戸当たり

２台にワ

ンルーム

住戸１戸

当たり１

台を加え

た台数 

住 戸 数 の

２ ０ 分 の

１ 

」 

敷地面積５０

０平方メート

ル以上 

住 戸 数 の

１ ０ 分 の

１ 

ワンル

ームマ

ンショ

ン 

敷地面積５０

０平方メート

ル未満 

住 戸 数 の

２ ０ 分 の

１ 

敷地面積５０

０平方メート

ル以上 

住 戸 数 の

１ ０ 分 の

１ 

小規模

マンシ

ョン 

 １台 

に改め、同表備考１中「世帯用住戸」を「ファミ

リー住戸」に、「マンション又は」を「ファミリ

ーマンション又は」に、「建設する」を「建設し

ようとする」に改め、同表備考５中「マンション

又はワンルームマンション」を「ファミリーマン

ション、ワンルームマンション又は小規模マンシ

ョン」に改める。 

 別表第５中「第１３条」を「第１５条」に改め、

同表備考中「第１３条第４項」を「第１５条第５

項」に改める。 

 別表第６中「第１５条」を「第１７条」に、

「世帯用住戸」を「ファミリー住戸」に改め、同

表備考に次のように加える。 

   ３ 集会所は、地上３階以上に設置するよ

う努めるものとする。 

 別記第７号様式中「第１２条」を「第１４条」

に改める。 

 別記第８号様式を次のように改める。 
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別記第８号様式（第２６条関係） 

 

 別記第８号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第９号様式（第２６条関係） 

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

 

 

 

 



（第 905 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 7 月 18日（火曜日） 

 

 

 

28 

                    

江東区長の職務代理順序に関する規則を公布す

る。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５４号 

   江東区長の職務代理順序に関する規則 

区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、

次の順序で副区長がその職務を代理する。 

第１順位 副区長 大塚善彦 

第２順位 副区長 武越信昭 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

江東区私債権の管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則を公布する。 

  令和５年６月２９日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５５号 

   江東区私債権の管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

江東区私債権の管理に関する条例施行規則（平

成２７年３月江東区規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１号中「江東区奨学資金貸付条例」を

「江東区奨学資金条例（令和５年６月江東区条例

第３３号）附則第２項の規定による廃止前の江東

区奨学資金貸付条例」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

                    

江東区特別区税条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和５年６月３０日 

江東区長  木 村 弥 生    

◎江東区規則第５６号 

   江東区特別区税条例施行規則の一部を改正

する規則 

 江東区特別区税条例施行規則（昭和４０年３月

江東区規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

第１４条中「かかる」を「係る」に改め、同条

の表(10)の項中「又は別記第２５号の２様式」を

「、別記第２５号の２様式又は別記第２５号の３

様式」に改め、同表(11)の項中「別記第２５号の

３様式」を「別記第２５号の４様式」に改める。 

 別記第６号様式（乙）を次のように改める。 
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別記第６号様式（乙）（第５条関係） 
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別記第２５号の３様式を別記２５号の４様式と

し、別記第２５号の２様式の次に次の１様式を加

える。 
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別記第２５号の３様式（第１４条関係） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区特別区税条例施行規則の別記第６号様

式（乙）による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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告 示 

 

◎江東区告示第１９２号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年６月６日 

 江東区長  木 村 弥 生 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１９４号 

 令和５年６月１２日、江東区議会の議決を経た、

令和５年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和５年６月１２日 

   江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 令和５年度江東区一般会計補正予算（第２

号） 
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◎江東区告示第１９９号 

 令和５年６月１９日付東京都告示第７５２号に

係る東京都市計画地区計画の変更について、東京

都知事から関係図書の写しの送付があったので、

下記の場所において公衆の縦覧に供する。 

令和５年６月１９日 

   江東区長  木 村 弥 生    

記 

縦覧場所 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画

課（庁舎５階） 

                    

◎江東区告示第２０１号 

 平成２３年５月２０日江東区告示第１０４号の

一部を次のように改正する。 

令和５年６月２０日 

   江東区長  木 村 弥 生    

「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 鈴木 邦夫 

住所 江東区越中島二丁

目１２番４号 

 

 

」 

を 
「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 岸田 正徳 

住所 江東区越中島二丁

目７番１１号 

 

 

」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第２０２号 

   特定商業施設変更届出書の縦覧について 

 江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全

に関する指導要綱（平成１２年６月２９日江地商

発第６６号）第６条の規定に基づき、下記のとお

り特定商業施設変更届出書を縦覧に供する。 

令和５年６月２０日 

   江東区長  木 村 弥 生    

記 

特定商業施設変更届出書の

届出年月日 

令和５年５月１日 

特定商業施設変更届出書の

縦覧場所 

東京都江東区東陽

四丁目１１番２８

号 

江東区地域振興部

経 済課 （庁舎４

階） 

特定商業施設変更届出書の

縦覧期間 

令和５年６月２１

日から 

令和５年８月２１

日まで 

特 定

商 業

施 設

の 概

要 

特定商業施設の名

称及び所在地 

（仮称）オリンピ

ック森下店 

江東区新大橋一

丁目３番１１号 

設置者の氏名又は

名称（法人にあっ

て は 代 表 者 の 氏

名） 

積水ハウス株式会

社 開発事業部 

執行役員 開発事

業部長 田森直紀 

変 更

す る

事 項 

変更前 変更後 

(1) 特定商業施

設の名称 

（仮称）オリ

ンピック森下

店 

(2) 店舗面積の

合計 

(1) 特定商業施

設の名称及び

所在地 

オリンピック

森下店 

(2) 店舗面積の

合計 



（第 905 号）             江 東 区 公 報    令和 5 年 7 月 18日（火曜日） 

 

 

 

36 

７３９㎡ 

 (3) 駐輪場の位

置及び台数 

位置：届出書の通

り 

台数：３６台 

７６６㎡ 

 (3) 駐輪場の位

置及び台数 

位置：届出書の通

り 

台数：３９台 

変 更

年 月

日 

(1) 令和５年５月１日 

(2)、(3) 令和５年６月９日 

変 更

し た

理 由 

(1) 店舗名称決定のため  

(2)、(3) 小売業者の運用計画変更のた

め 

                    

◎江東区告示第２０５号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年６月２１日 

 江東区長  木 村 弥 生 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２０６号 

   都市計画の案について 

東京都市計画都市高速鉄道の変更について、東

京都知事から関係図書の写しの縦覧依頼があった

ので、次のとおり公告する。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、東京都に対して意見書を提出することができ

る。 

令和５年６月２２日 

   江東区長  木 村 弥 生    

記 

都市計画の

種類 

東京都市計画都市高速鉄道 

都市計画を

定める土地

の区域 

第八号線本線 

追加

する

部分 

豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊

洲四丁目及び豊洲五丁目各地

内 

削除

する

部分 

江東区豊洲五丁目地内 

第八号線分岐線 

追加

する

部分 

豊洲四丁目、豊洲五丁目、枝

川一丁目、枝川二丁目、枝川

三丁目、塩浜二丁目、東陽二

丁目、東陽三丁目、東陽四丁

目、東陽五丁目、東陽六丁

目、千石二丁目、千田、扇橋

二丁目、猿江二丁目及び住吉

二丁目各地内 

縦覧場所 東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課（東京都庁第二本庁舎１

２階北側）及び江東区役所都市整備

部都市計画課（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の提

出先 

新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課 

                    

◎江東区告示第２０７号 

 令和４年６月９日江東区告示第２０１号の一部

を次のように改正する。 

令和５年６月２７日 

   江東区長  木 村 弥 生    

「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 石川 祐介 

住所 江東区古石場二丁

目１４番１‐１２

１０号 

 

 

 

」 

を 
「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 下田 有希子 

住所 江東区古石場二丁

目１４番１‐１０

０９号 

 

 

 

」 

に改める。 

                    

◎江東区告示第２０８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の２７第２項の規定に基づく包括外部監査契

約を次のとおり締結したので、同法第２５２条の

３６第６項の規定に基づき告示する。 

令和５年６月２７日 

       江東区長  木 村 弥 生   

記 

１ 契約の相手方 千葉県松戸市六実四丁目８番

４‐２０５号 

公認会計士 天野 修 

２ 契約の始期 令和５年６月２９日 

３ 費用の算定方法 ８９３万２，０００円を上

限とし、基本費用及び執務

費用を合算した額とする。 

４ 費用の支払方法 監査の結果に関する報告書

提出後に一括払とし、必要
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があると認めるときは、一

部前払とすることができる。 

                    

◎江東区告示第２０９号 

 令和５年６月２９日、江東区議会の議決を経た、

令和５年度補正予算を地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、

次のとおり公表する。 

令和５年６月２９日 

   江東区長  木 村 弥 生    

記 

１ 令和５年度江東区一般会計補正予算（第３

号） 
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◎江東区告示第２１０号 

下記のとおり副区長の就任があった。 

令和５年６月２９日 

      江東区長  木 村 弥 生 

記 

１ 副区長の就任について 

  氏   名  武越 信昭 

  就任年月日  令和５年６月２９日 

                    

◎江東区告示第２１１号 

江東区副区長の担任事項（令和５年５月江東区

告示第１８０号）の全部を次のように改正する。 

令和５年６月２９日 

      江東区長  木 村 弥 生 

江東区副区長の担任事項 
副区長 担任事項 

大塚善彦 １ 政策経営部、総務部、都市整備

部、土木部及び会計管理室に関す

ること。 

２ 議会、教育委員会、選挙管理委

員会及び監査委員との連絡に関す

ること。 

３ 他の副区長に属さないこと。 

武越信昭 １ 地域振興部、区民部、福祉部、

障害福祉部、生活支援部、健康

部、こども未来部及び環境清掃部

に関すること。 

                    

◎江東区告示第２１２号 

 江東区情報公開条例（平成１３年３月江東区条

例第３号）第３９条の規定により令和４年度にお

ける公文書の開示等の実施状況について、江東区

個人情報保護の保護に関する法律施行条例施行規

則（令和５年３月江東区規則第３号）第２９条の

規定により同年度における個人情報保護制度の運

用状況について、別紙のとおり公表します。 

令和５年６月３０日 

   江東区長  木 村 弥 生    
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◎江東区告示第２１３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和５年７月３日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

令和５年７月３日 

 江東区長  木 村 弥 生 

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 
江 ６ ２

３号 

江東区有明一丁目

７番２５先から 

江東区有明一丁目

７番２６先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第２１４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の供用を開始す

る。 

 なお、その関係図面は、令和５年７月３日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

令和５年７月３日 

 江東区長  木 村 弥 生 

記 
整理

番号 
路線名 供用開始の区間 備考 

１ 
江 ６ ２

３号 

江東区有明一丁目

７番２５先から 

江東区有明一丁目

７番２６先まで 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第２１６号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和５年７月３日 

  江東区長  木 村 弥 生   

記 

１ 介護保険事業所番号 

１２７０８０２８１０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

ひばりデイサービス市川 

千葉県市川市広尾１‐５‐１７ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

シマダリビングパートナーズ株式会社 

東京都渋谷区代々木３‐２２‐７ 

代表取締役 島田 忠 

４ 廃止年月日 

令和元年９月３０日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２２０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第１項の規定に基づき、特別区道の区域を下記の

ように変更する。 

 なお、その関係図面は、令和５年７月５日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

令和５年７月５日 

 江東区長  木 村 弥 生 

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 
深 ８ ７

号 

江東区深川二丁目

１２番３先から 

江東区深川二丁目

１２番１先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

２ 
深 １ ７

９号 

江東区木場五丁目

６番７先から 

江東区木場五丁目

６番１６先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

３ 
深 ２ ８

０号 

江東区石島１９番

１４先から 

江東区石島１９番

２１先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

４ 
深 ３ ６

１号 

江東区新大橋二丁

目２７番２先から 

次図表示の

とおり 

江東区新大橋二丁

目２７番１１先ま

で 

次図表示の

とおり 

５ 
深 ４ ４

４号 

江東区毛利一丁目

８番９先から 

江東区毛利一丁目

８番８先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

６ 
城 １ ９

号 

江東区大島一丁目

２５番１２先から 

江東区大島一丁目

２５番６先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

７ 
城 ６ ９

号 

江東区亀戸七丁目

１７７番１０先か

ら 

江東区亀戸七丁目

１７８番１先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

８ 
江 ８ ７

号 

江東区大島二丁目

８０３番１２先か

ら 

江東区大島二丁目

８０３番１３先ま

で 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

９ 
江 １ １

０号 

江東区東砂四丁目

１６８番１先から 

江東区東砂四丁目

１６４番５先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第２２１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条

第２項の規定に基づき、下記の特別区道の供用を

開始する。 

 なお、その関係図面は、令和５年７月５日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

令和５年７月５日 

 江東区長  木 村 弥 生 

記 
整理

番号 
路線名 変更の区間 備考 

１ 
深 ８ ７

号 

江東区深川二丁目

１２番３先から 

江東区深川二丁目

１２番１先まで 

なし 

２ 
深 １ ７

９号 

江東区木場五丁目

６番７先から 

江東区木場五丁目

６番１６先まで 

なし 

３ 
深 ２ ８

０号 

江東区石島１９番

１４先から 

江東区石島１９番

２１先まで 

なし 

４ 
深 ３ ６

１号 

江東区新大橋二丁

目２７番２先から 

江東区新大橋二丁

目２７番１１先ま

で 

なし 

５ 
深 ４ ４

４号 

江東区毛利一丁目

８番９先から 

江東区毛利一丁目

８番８先まで 

なし 

６ 
城 １ ９

号 

江東区大島一丁目

２５番１２先から 

江東区大島一丁目

２５番６先まで 

なし 

７ 
城 ６ ９

号 

江東区亀戸七丁目

１７７番１０先か

ら 

江東区亀戸七丁目

１７８番１先まで 

なし 

８ 
江 ８ ７

号 

江東区大島二丁目

８０３番１２先か

ら 

江東区大島二丁目

８０３番１３先ま

で 

なし 

９ 
江 １ １

０号 

江東区東砂四丁目

１６８番１先から 

江東区東砂四丁目

１６４番５先まで 

なし 
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◎江東区告示第２２２号 

江東区区有通路管理条例（平成４年３月江東区

条例第１７号）第３条の規定に基づき、区有通路

の区域を下記のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、令和５年７月５日から

２週間、本区土木部において一般の縦覧に供する。 

令和５年７月５日 

 江東区長  木 村 弥 生 

記 

整理

番号 
路線名 変更の区間 

変更前の敷

地の幅員 

変更後の敷

地の幅員 

１ 
６ ０ ２

３号 

江東区北砂四丁目

５９０番先から 

江東区北砂四丁目

５９０番１６先ま

で 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

２ 
６ ０ ４

９号 

江東区北砂四丁目

１１５５番２先か

ら 

江東区北砂四丁目

１１３５番１先ま

で 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

３ 
６ ０ ６

６号 

江東区北砂七丁目

８９５番１７先か

ら 

江東区北砂七丁目

８９５番１８先ま

で 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

４ 
６ １ ３

３号 

江東区北砂二丁目

７５９番３先から 

江東区北砂二丁目

７５９番２０先ま

で 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

５ 
６ １ ５

１号 

江東区北砂六丁目

４５１番１８先か

ら 

江東区北砂六丁目

４５６番１先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

６ 
６ １ ９

４号 

江東区東砂五丁目

３１１番１先から 

江東区東砂五丁目

３１１番１３先ま

で 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

７ 
６ １ ９

７号 

江東区東砂三丁目

４９４番２先から 

江東区東砂三丁目

４９４番６先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 

８ 
６ ２ １

２号 

江東区南砂四丁目

７７０番９先から 

次図表示の

とおり 

江東区南砂四丁目

６８０番７先まで 

次図表示の

とおり 

９ 
６ ２ ５

２号 

江東区豊洲四丁目

１番１８３先から 

江東区豊洲四丁目

１番１９先まで 

次図表示の

とおり 

次図表示の

とおり 
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◎江東区告示第２２３号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和５年７月５日 

 江東区長  木 村 弥 生 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２２４号 

 平成２３年６月２３日江東区告示第１４２号の

一部を次のように改正する。 

令和５年７月５日 

   江東区長  木 村 弥 生    

「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 木口 英一 

住所 江東区住吉一丁目

１９番１‐１１３

号 

 

 

 

」 

を 
「 ５ 代表者の氏

名及び住所 

氏名 鈴木 芳弘 

住所 江東区住吉一丁目

１９番１‐１１０

１号 

 

 

 

」 

に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１１号 

 下記により、令和５年第６回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和５年６月１９日 

江東区教育委員会        

教育長  本 多 健一朗 

記 

１ 日時 令和５年６月２２日（木） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 報告事項 

(1) 令和５年第２回区議会定例会（教育委員会

関係）について ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第１２号 

 江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第５条の規定に基づき、下記に

ついて江東区登録有形民俗文化財の登録を解除す

る。 

  令和５年７月３日 

江東区教育委員会        

記 

文化財の登録解除 

１ 江東区登録有形民俗文化財 

(1) 大黒天像 

江東区門前仲町１-８-４ 

明光教会 区外転出のため 
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区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和５年第２回定例会） 

 ６月７日から６月２９日まで会期２３日間にわ

たって開会した令和５年第２回江東区議会定例会

において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

  議案第４１号 令和５年度江東区一般会計補

正予算（第２号） 

（６月１２日原案可決） 

議案第４２号 包括外部監査契約の締結につ

いて 

議案第４３号 江東区奨学資金貸付金の返還

請求に関する民事訴訟の提起

について 

議案第４４号 江東区清掃事務所改修工事請

負契約 

議案第４５号 江東区東雲図書館改修工事請

負契約 

議案第４６号 江東区立明治小学校校舎その

他改修工事請負契約 

議案第４７号 江東区立明治小学校校舎その

他電気設備改修工事請負契約 

議案第４８号 江東区立明治小学校校舎その

他機械設備改修工事請負契約 

議案第４９号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５０号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５１号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５２号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５３号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５４号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５５号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５６号 議決を得た契約の契約変更に

ついて 

議案第５７号 江東区特別区税条例の一部を

改正する条例 

議案第５８号 江東区保育費用徴収条例の一

部を改正する条例 

議案第５９号 江東区営住宅条例の一部を改

正する条例 

議案第６０号 江東区高齢者住宅条例の一部

を改正する条例 

議案第６１号 江東区立幼稚園設置条例の一

部を改正する条例 

議案第６２号 江東区奨学資金条例 

議案第６３号 江東区立図書館条例の一部を

改正する条例 

議案第６４号 江東区マンション等の建設に

関する条例の一部を改正する

条例 

議案第６５号 令和５年度江東区一般会計補

正予算（第３号） 

議案第６６号 江東区長の給料等の特例に関

する条例 

（以上６月２９日原案可決） 

２ 選任同意（区長提出） 

議案第６７号 江東区副区長選任同意方につ

いて   

武 越 信 昭  

（６月２９日同意） 

３ 報告（区長提出） 

報告第２号 令和４年度江東区繰越明許費繰

越計算書について 

（６月７日報告） 

４ 議案（議員提出） 

議員提出議案第１２号 教員不足解消に向け

た取組の更なる充実

を求める意見書 

議員提出議案第１３号 アスベストによる健

康被害に対する安定

的な予算の確保を求

める意見書 

（以上６月２９日原案可決） 

５ その他の議決事項等 

令和５年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（６月７日設置及び選任） 

令和５年度国内都市行政視察に関わる議員の

派遣について 

（以上６月２９日決定） 
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